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北区都市計画マスタープラン

王子駅周辺まちづくりグランドデザイン（H29年度）

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
都市再開発の方針
住宅市街地の開発整備の方針
防災街区整備方針

北区基本構想
〇北区基本計画

関連計画
〇北区産業活性化ビジョン
〇北区地域防災計画
〇北区環境基本計画 等 まちづくり関連個別マスタープラン等

〇北区住宅マスタープラン
〇北区緑の基本計画
〇北区景観づくり計画
〇北区バリアフリー基本構想 等

個別の都市計画や事業

▼整備計画実施基準の位置づけ

王子駅周辺まちづくりガイドライン
約30年後を見据えたまちづくりの方針

王子駅前まちづくり整備計画【先行実施地区】
今後15年間で先行的にまちづくりを進める地区の整備計画

王子駅前まちづくり整備計画実施基準

１．整備計画実施基準の目的と位置づけ

都市中心拠点:
「地域特性に応じた都市機能集積を促進することに
より、各地域の都市活動の中枢を担う拠点として育
成します。また、交通結節機能の強化を進めるととも
に、各種交通サービスがシームレスにつながった環境が
形成されることで、他の拠点との機能分担や連携を
促進し、にぎわいや交流が生まれる拠点としての魅
力向上を図ります。」

王子

特に駅に近いエリアを、駅周辺を飛鳥山の
ふもとに広がる「ウォーカブル・ガーデン」と位
置付けるとともに、その実現と分断要素を解
消するため「コネクティング・コア」の形成を
位置づけ

拠点形成エリアのまちづくりの方向性:
商業・業務・住宅等を含む複合的な土地
利用により高度利用を促進し、王子の顔に
相応しい魅力ある拠点を形成する

王子駅

まちの将来像を定めるとともに、基本方針として「交通
拠点機能の強化」「にぎわいと活力の創出」「自然・文
化・歴史資源の活用」「防災性の向上」を位置づけ

目的:
再開発等の進展を踏まえ、現在の整備計画等の補足や具体化が
必要な都市機能や、歩行者空間、景観形成、災害対応拠点、環境
対策、にぎわい創出等について、エリアとしての方針を定める。

 飛鳥山公園をはじめ、崖線、都電、石神井川などの重要景観要素を活かした景観づくり
 飛鳥山公園からの眺望保全や一体感など飛鳥山が引き立ち広がりのある景観づくり
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 １ー１．目的と位置づけ
 本実施基準は、下記の王子駅周辺まちづくり関係上位

計画等の体系図のとおり位置付けます。
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 １ー２．対象地域
 「ガイドライン区域（約70ha）」内の「先行実施地区（約12ha）」を対象とします。 ※王子駅周辺まちづくりガイドラインより抜粋

先行実施地区における重点的な取り組み

１．整備計画実施基準の目的と位置づけ



２．基本的な考え方
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 ２ー１．基本方針

王子駅周辺まちづくりグランドデザイン まちの将来像 東京の北の交流拠点 水と緑豊かな王子

王子駅周辺まちづくりガイドライン 中心としての特色ある役割 ウォーカブル・ガーデン

拠点形成エリアの方向性 王子の顔に相応しい魅力ある拠点を形成

都市計画マスタープラン2020 都市中心拠点 都市活動の中枢を担う拠点 にぎわいや交流が生まれる拠点

上位計画を補足

王子駅前まちづくり整備計画実施基準
重点的な取り組みを具体化し実施するために必要な都市機能や歩行者空間、緑、景観、防災、にぎわい等に関する考え方や基準等を示します。

 テーマごとの方針

 基本方針

4. 景観形成
5. 災害対応拠点
6. 環境対策

① 防災拠点となる新庁舎とつながりのある建物群を形成し、命を守る高台をつくります。
② 人々が集いにぎわう多様な都市機能やオープンスペースを備えた、都市の中心拠点にふさわしいシンボルをつくります。
③ 崖線・鉄道・河川などが集積した王子駅前ならではの地形を活かし、豊かな環境を構築します。

 ランドスケープ・コンセプト :“ 飛鳥山をまちなかにつなぐ ”
 導入機能 【方針】 :北区の都市中心拠点である王子に相応しい、魅力ある顔を形成する商業・業務・居住・宿泊・

行政の複合機能の整備を行います。

7. にぎわい等の創出
8. エリアマネジメントの推進

1. 緑と広場
2. 歩行者空間
3. 自転車走行空間

王子駅前まちづくり整備計画

（先行実施地区）
まちづくりの方向性 土地利用の方針、都市基盤の整備方針等

重点的な取組み 25の具体的な取組み内容



２．基本的な考え方
 ２ー２．ランドスケープ・コンセプト

“飛鳥山をまちなかにつなぐ”
 飛鳥山の台地を模した建築群の基壇部で、安全・安心

の拠点となるまちづくりを目指します。
 飛鳥山の崖線に倣った斜面の樹林帯で、豊かな緑に包

まれた新たな都市景観を創ります。
 飛鳥山の水辺をつなぐ都市の広場で、人々の集いや賑

いに資する機能と体制を整えます。
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崖線機能
 飛鳥山との一体感をまちなかの樹林帯で創り出す
 街区を緑で包み込む飛鳥山モデルを標榜する
 崖線の生物多様性ネットワークを都市につなげる

台地機能
 高台まちづくりの考え方を官民地元で深度化する
 平時や有事の必要機能の分担や連携を図る
 台地の安心感を居心地よい環境づくりで実現する

水辺機能
 緑と水のつながりで区民の誇りとなる広場を創る
 広場と低層部が連携しながら集いやにぎわいを図る
 水辺環境がつなぐ地域の力をまちなかに展開する

 飛鳥山をまちなかにつなぐための考え方
 地域に愛されてきた飛鳥山の地勢や植生から学び、

新しいまちづくりの環境基盤を創り出します。

【ランドスケープ・コンセプトの断面イメージ】



２．基本的な考え方
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取組み１: 王子駅中央口と（仮称）庁舎前交差点を中心に、ウォーカブル・ガーデンを体
現するシンボリックな広場空間と歩行者動線に面したにぎわい・交流の顔をつ
くります。

取組み２: 王子のまちの魅力を向上させるため、新しい時代やライフスタイルの変化にも
柔軟に対応する、複合的な都市機能（商業・業務・居住・宿泊・行政）を導入
します。

取組み３: 王子の交通利便性や飛鳥山・石神井川等の地域資源を活かし、自然環境と調和
した居住・生活機能を実現します。また、石神井川（都電脇）には新たに水と
緑の憩いの広場となる公園機能を導入します。

取組み４: 王子駅周辺の観光の促進に資する交流拠点としてホテル機能を導入します。
取組み５: 災害対応拠点を形成するため各街区に退避スペースやデッキ・広場等を整備し

ます。

■機能分布の断面イメージ

■機能分布のゾーニングイメージ

 ２ー３．導入機能について

※現時点でのイメージで変更となる可能性があります

方針
北区の都市中心拠点である王子に相応しい、
魅力ある顔を形成する商業・業務・居住・宿
泊・行政の複合機能の整備を行います。
機能と空間の考え方
王子駅中央口と（仮称）庁舎前交差点を中心
として、飛鳥山公園と連携する歩行者中心の広
場空間と、にぎわい・交流の拠点を実現するた
め、石神井川等の自然環境とも調和した空間に
複合機能を導入します。



３．テーマごとの方針
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王子駅前公園

柳田公園
（いっとき集合場所）

公園不足地区

王子駅前公園の現状
 これまで王子駅前公園は、レクリエーショ

ン機能や駅とまちをつなぐ歩行者空間
機能などを備えた公園として機能してき
ました。

 防災機能としては、近隣の柳田公園
（いっとき集合場所）、飛鳥山公園
（避難場所）などがあります。

（避難場所）

飛鳥山をまちなかにつなぎ、駅の東側へと水と
緑のネットワークを拡張するため、公園・緑地の
適正配置とまちなかの緑の充実を図ります。

▼現在の緑・公園の配置状況

 駅の東西で緑の量に大きな差があります。
 飛鳥山公園に代表される駅直近の緑は王

子の最大の特徴にもなっていますが、駅東
側では連続性が途切れ、緑を感じることがで
きる空間が少ない状況です。

 堀船地区には公園が不足する地区がありま
す。

 本地区の土地利用転換を支える都市基盤
整備のため、王子駅前公園は機能再編を
図る必要があります。

 にぎわいや交流を育む施設や空間や石神
井川の水と親しめる空間が求められています。

課題

 ３ー１．緑と広場 （１）緑の配置
 本地区をとりまく緑・公園の配置の現状と課題



西街区

新庁舎

東街区

３．テーマごとの方針
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音無親水公園

崖線の緑

台地の緑

水辺の緑

台地の緑

まちの緑

水辺の緑
水辺の緑

緑の創出のイメージ

・ 飛鳥山とつなぐエリア

・ 都市的な緑の景観軸

・ 水と緑のネットワーク軸

台地の緑

【ランドスケープ・コンセプトの断面イメージ】 ３ー１．緑と広場 （１）緑の配置
 飛鳥山を継承した環境づくり

 土地利用転換の機会を捉え、緑の量の確
保と質の向上を図ります。

 新庁舎、東街区を中心にまとまりのある
「台地や崖線の緑」を配置します。

 「都市的な緑の景観軸」には広場空間を
創出しながら、飛鳥山をつなぐ象徴的な緑
を配置します。

 石神井川沿いには、飛鳥山とまちなかをつ
なぐ「水辺の緑」を配置します。

 周辺の都市環境と調和した街路樹など、
道路に面した緑を検討します。

 壁面緑化や屋上緑化など、建物にも緑を
創出するスペースを検討します。

飛鳥山 崖線の緑



３．テーマごとの方針
 ３ー１．緑と広場 （２）広場の配置と役割
 広場のゾーニングと考え方

 3つのテーマによりゾーニングし、場所の特徴や歴史をふまえた個性ある屋外空間を創出します。
 広場での活動や緑の保全・育成に持続的に取り組むための仕組みをつくります。
 盛土や樹林帯で飛鳥山の環境を低地へつなぎ、グリーンインフラとしての機能も持つ広場とします。

西街区

新庁舎

東街区
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文化と体験の森

交流とにぎわいの広場
• 駅とまちをつなぎ、行きかう人々の快適な移

動や滞留、多様なにぎわい・交流活動を支
える環境を備えます。

• 来街者を迎えるエントランスとして、まちの顔と
なるシンボリックな広場とします。

• 人々の生活に馴染み深い樹種の樹林帯に
より、王子にふさわしい都市景観を形成しま
す。

• 休日のイベント開催時等には、道路と広場を
一体的に活用することを想定して整備します。

文化と体験の森
• 建物の配置配棟計画によりまとまりのある空地

を確保し、奥行のある深い緑の憩いの空間を創
出します。

• 自然とふれあう体験を通じた遊びや学びの機会
を提供するとともに、お札と切手の博物館とのつ
ながりや地域資源の活用により文化の薫る都
市の森を目指します。

【例】

洋紙発祥の地
記念碑

• 地域が主体的に緑の保全や育成に関わり、気
候変動への対応や生物多様性の保全など未
来に向けた課題解決に取り組む場とします。

水と憩いの広場
• 石神井川としての歴史を継承し、音無親水

公園の創り出した環境と精神を、駅を超えて
新たなまちへとつなげます。

• 公園と都電の停留場が調和した、ウォーカブ
ルなまち王子の象徴となる新たな都市環境
を創出します。

• 河川の歴史や環境等について学びを深める
場とします。

交流とにぎわい
の広場

水と憩いの広場

イベント時に一体的な活用をする想定範囲

※範囲などは協議の深度化に応じて変更となる可能性があります



西街区

新庁舎

東街区

行き交う人々や出店等で賑わう
まとまりのある広場

３．テーマごとの方針
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水と緑にあふれた王子を象徴する
居心地の良い広場

地域の交流空間

コネクティング・コアを備えた駅まち空間

（仮称）庁舎前交差点周辺に辻広場を配置し、
シンボリックな公共的空間を形成

新たな河川景観を創出し、河川に向けた顔となる
橋詰広場

庁舎とまちをつなぐゲート空間

密度の濃い緑を備えたオープンスペース

自然と触れながら遊びと学びを体験する
プレイマウンテン

子育て機能と連携したプレイテラス

シンボルツリーのあるポケットパーク

交流とにぎわい
の広場

水と憩いの広場

※位置は協議の深度化に応じて変更となる可能性があります

文化と体験の森

 ３ー１．緑と広場 （２）広場の配置と役割
 各広場のイメージ

 個々の広場は適正配置を行い、周囲の状況や隣接する建物に応じてそれぞれ異なる役割を担います。
 既存の王子駅前公園の機能は新たに整備する広場や緑地に機能移転を行い、豊かな緑と多様な機能を有する広場空間を創出します。



３．テーマごとの方針
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貫通道路標準断面

～

 ３ー２．歩行者空間 （１）みちづくり

3.5 3.5

壁面後退4.0m～

2.54.0～

車道 7.0m

壁面後退4.0m～

歩道等2.5m

道路幅員 14.0m

歩道状空地
2.0m～

3.5 3.5 2.5 4.02.54.0～

歩道等2.5m車道 7.0m

歩道状空地3.0m～

歩道等2.5m 歩道状空地4.0m～

歩道状空地
2.0m～

補完道路標準断面

壁面後退4.0m壁面後退4.0m～ 道路幅員 12.0m

4.5 1.0

歩道等4.5m 緑地帯
1.0ｍ

東街区新庁舎

印刷局新庁舎

【印刷局前面】

【一般部】

歩道状空地3.0m～歩道状空地
2.0m～

 南北のまちをつなぎ新たな交流を生み、防
災対応にも資する「貫通道路※」を整備
し、道路には地区の骨格となる緑を配置し
ます。

 新庁舎や国立印刷局王子工場等へのア
クセスをするために必要な「補完道路※」
を歴史と文化が薫る道として整備します。

 歩行者空間が狭く、駅とまちをつなぐ動線にバリアがあるため、まちの回遊性を
高めるような歩行者環境を再構築する必要があります。

課題

※ 自転車走行空間は矢羽根型の路面表示

※ 道路の通称名については今後検討

歩道や沿道空間の緑化により、豊かな緑が感じ
られる快適な歩行者空間を整備します。




